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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時間軸を表す第１領域を表示画面に表示させる第１領域表示制御部と、
　表示された前記第１領域内における位置の入力を受け付けて、前記受け付けた位置に応
じた表示基準日を特定する基準日特定部と、
　表示対象者に関する複数の診療データを有し、各々の前記診療データがそれぞれ診療デ
ータ日と対応づけられている診療情報を取得する診療情報取得部と、
　取得された前記診療情報を日単位で時系列表示する領域である第２領域の表示日数を取
得し、前記表示日数を満たすように、前記表示基準日から時間軸方向に近い順に前記複数
の診療データ日を前記第２領域に表示される複数の表示日として決定し、前記決定された
前記複数の表示日に基づいて表示画面上の前記第２領域に前記表示日のそれぞれに対応す
る前記診療データを時系列に表示させる第２領域表示制御部とを備え、
　前記第１領域表示制御部は、前記複数の表示日のうち最も古い日を開始日とし、前記複
数の表示日のうち最も新しい日を終了日とする前記第２領域の表示期間を表す指標を前記
第１領域内に識別可能に表示させ、
　前記基準日特定部は、表示された前記第１領域における前記第２領域の表示期間を表す
指標の時間軸方向の未来側端部または過去側端部をドラッグする操作の入力を受け付ける
と、該ドラッグされた終点の位置に基づいて前記表示基準日を特定して更新し、
　前記第２領域表示制御部は、前記第２領域の表示期間を表す指標の時間軸方向の未来側
端部がドラッグされた場合には、更新された前記表示基準日以前にのみ前記表示基準日か
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ら時間軸方向に近い順に前記複数の表示日を更新して決定し、前記第２領域の表示期間を
表す指標の時間軸方向の過去側端部がドラッグされた場合には、更新された前記表示基準
日以降にのみ前記表示基準日から時間軸方向に近い順に前記複数の表示日を更新して決定
し、更新された前記複数の表示日に基づいて表示画面上の前記第２領域に前記更新された
表示日のそれぞれに対応する前記診療データを時系列に表示させる診療情報表示制御装置
。
【請求項２】
　前記表示日数を前記第２領域のサイズに応じて、前記第２領域のサイズが大きくなるほ
ど前記表示日数が多くなるように決定する表示日数決定部をさらに備えた請求項１に記載
の診療情報表示制御装置。
【請求項３】
　前記診療情報取得部が、画像検査情報と、検体検査情報と、投薬情報と、生体情報とか
らなる群から任意に選択される２種類以上の前記診療情報を取得する請求項１または２に
記載の診療情報表示制御装置。
【請求項４】
　前記第１領域表示制御部は、前記時間軸に沿って前記診療データの有無を識別可能に示
す指標を前記第１領域内にさらに表示させる請求項１から３のいずれか１項記載の診療情
報表示制御装置。
【請求項５】
　前記診療情報が複数の項目についてそれぞれ前記診療データを有し、
　前記第２領域表示制御部は、所定の項目の診療データについての前記複数の診療データ
日と前記表示日数とに基づいて、前記表示日数を満たすように、前記表示基準日から時間
軸方向に近い順に前記複数の診療データ日を前記第２領域に表示される複数の表示日とし
て決定し、前記決定された前記複数の表示日に基づいて、表示画面上の前記第２領域に前
記表示日のそれぞれに対応する前記複数の項目に関する診療データを時系列に表示させる
請求項１から４のいずれか１項記載の診療情報表示制御装置。
【請求項６】
　表示日数決定部は、表示画面上の前記第２領域のサイズを変更する入力を受け付けて、
該変更された第２領域のサイズに応じて、前記第２領域の前記表示日数を更新する請求項
２記載の診療情報表示制御装置。
【請求項７】
　診療情報表示制御装置を作動させる診療情報表示制御方法であって、
　時間軸を表す第１領域を表示画面に表示させる第１領域表示ステップと、
　表示された前記第１領域内における位置の入力を受け付けて、前記受け付けた位置に応
じた表示基準日を特定する基準日特定ステップと、
　表示対象者に関する複数の診療データを有し、各々の前記診療データがそれぞれ診療デ
ータ日と対応づけられている診療情報を取得する診療情報取得ステップと、
　取得された前記診療情報を日単位で時系列表示する領域である第２領域の表示日数を取
得し、前記表示日数を満たすように、前記表示基準日から時間軸方向に近い順に前記複数
の診療データ日を前記第２領域に表示される複数の表示日として決定する表示日決定ステ
ップと、
　前記決定された前記複数の表示日に基づいて表示画面上の前記第２領域に前記各表示日
に対応する各前記診療データを時系列に表示させる第２領域表示制御ステップと、
　前記複数の表示日のうち最も古い日を開始日とし、前記複数の表示日のうち最も新しい
日を終了日とする前記第２領域の表示期間を表す指標を前記第１領域内に識別可能に表示
させる指標表示ステップと、
　表示された前記第１領域における前記第２領域の表示期間を表す指標の時間軸方向の未
来側端部または過去側端部をドラッグする操作の入力を受け付けると、該ドラッグされた
終点の位置に基づいて前記表示基準日を特定して更新する基準日更新ステップと、
　前記第２領域の表示期間を表す指標の時間軸方向の未来側端部がドラッグされた場合に
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は、更新された前記表示基準日以前にのみ前記表示基準日から時間軸方向に近い順に前記
複数の表示日を更新して決定し、前記第２領域の表示期間を表す指標の時間軸方向の過去
側端部がドラッグされた場合には、更新された前記表示基準日以降にのみ前記表示基準日
から時間軸方向に近い順に前記複数の表示日を更新して決定する表示日更新ステップと、
　更新された前記複数の表示日に基づいて表示画面上の前記第２領域に前記更新された表
示日のそれぞれに対応する前記診療データを時系列に表示させるさらなる第２領域表示制
御ステップとを有する診療情報表示制御方法。
【請求項８】
　コンピュータを、
　時間軸を表す第１領域を表示画面に表示させる第１領域表示制御部と、
　表示された前記第１領域内における位置の入力を受け付けて、前記受け付けた位置に応
じた表示基準日を特定する基準日特定部と、
　表示対象者に関する複数の診療データを有し、各々の前記診療データがそれぞれ診療デ
ータ日と対応づけられている診療情報を取得する診療情報取得部と、
　取得された前記診療情報を日単位で時系列表示する領域である第２領域の表示日数を取
得し、前記表示日数を満たすように、前記表示基準日から時間軸方向に近い順に前記複数
の診療データ日を前記第２領域に表示される複数の表示日として決定し、前記決定された
前記複数の表示日に基づいて表示画面上の前記第２領域に前記表示日のそれぞれに対応す
る前記診療データを時系列に表示させる第２領域表示制御部として機能させる診療情報表
示制御プログラムであって、
　前記第１領域表示制御部は、前記複数の表示日のうち最も古い日を開始日とし、前記複
数の表示日のうち最も新しい日を終了日とする前記第２領域の表示期間を表す指標を前記
第１領域内に識別可能に表示させ、
　前記基準日特定部は、表示された前記第１領域における前記第２領域の表示期間を表す
指標の時間軸方向の未来側端部または過去側端部をドラッグする操作の入力を受け付ける
と、該ドラッグされた終点の位置に基づいて前記表示基準日を特定して更新し、
　前記第２領域表示制御部は、前記第２領域の表示期間を表す指標の時間軸方向の未来側
端部がドラッグされた場合には、更新された前記表示基準日以前にのみ前記表示基準日か
ら時間軸方向に近い順に前記複数の表示日を更新して決定し、前記第２領域の表示期間を
表す指標の時間軸方向の過去側端部がドラッグされた場合には、更新された前記表示基準
日以降にのみ前記表示基準日から時間軸方向に近い順に前記複数の表示日を更新して決定
し、更新された前記複数の表示日に基づいて表示画面上の前記第２領域に前記更新された
表示日のそれぞれに対応する前記診療データを時系列に表示させる診療情報表示制御プロ
グラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示対象者の複数の診断情報を時系列に表示するための診療情報表示制御装
置および診療情報表示制御方法並びに診療情報表示制御プログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、医療分野においては、診察が行われる際に患者に対して実施された検査結果など
の複数の診療情報が時系列に表示され、病名の診断や治療方針などを決定するための参考
情報として利用されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、第１の表示領域（メイン表示領域）に、設定された所定期間
における診療情報の有無を時系列に表示し、かつ、メイン表示領域において基準日が入力
されると、基準日の前後の期間の診療記録数に基づいて、第２の表示領域（詳細表示領域
）に表示される診療記録数の総和がしきい値以上となるように詳細表示領域の表示期間を
決定し、決定した表示期間に基づいて、詳細表示領域に時間軸に沿った診療情報の記録数
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を棒グラフ表示する方法を提案している。また、特許文献２は、細菌検査結果の感染経路
を確認するために、部位毎に時系列に細菌検査結果を表示する方法を提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５０１８４６３号公報
【特許文献２】特開２００５－１４１５３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の手法によれば、詳細表示領域で表示された時系列グラフの
時間軸が、診療記録の有無に拘わらず表示期間中の全ての日にそれぞれ対応付けられて設
定されているため、詳細表示領域の表示スペースを有効活用できない。また、特許文献２
の手法によれば、最も新しい検査日から遡って所定期間の診療情報が表示されるため、ユ
ーザの所望の検査日の診療情報を表示させることができない場合があった。
【０００６】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、診療情報が表示される領域の表示日数
と表示基準日に基づいて、診療情報が表示される領域の表示日数に対して適切に表示日を
決定して、表示画面に診療情報を表示させる表示制御を行う診療情報表示制御装置および
診療情報表示制御方法並びに診療情報表示制御プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る診療情報表示制御装置は、時間軸を表す第１領域を表示画面に表示させる
第１領域表示制御部と、表示された第１領域内における位置の入力を受け付けて、受け付
けた位置に応じた表示基準日を特定する基準日特定部と、複数の診療データ日とそれぞれ
対応付けられた複数の診療データを有する、表示対象者に関する複数の診療情報を取得す
る診療情報取得部と、取得された複数の診療情報を日単位で時系列表示する領域である第
２領域の表示日数を取得し、取得された複数の診療データ日と表示日数とに基づいて、表
示日数を満たすように、表示基準日から時間軸方向に近い順に複数の診療データ日を第２
の領域に表示される複数の表示日として決定し、決定された複数の表示日と各表示日に対
応する各診療データとに基づいて、第２領域を表示画面に表示させる第２領域表示制御部
とを備えている。
【０００８】
　本発明に係る診療情報表示制御方法は、診療情報表示制御を作動させる方法であって、
時間軸を表す第１領域を表示画面に表示させる第１領域表示制御ステップと、表示された
第１領域内における位置の入力を受け付けて、受け付けた位置に応じた表示基準日を特定
する基準日特定部と、複数の診療データ日とそれぞれ対応付けられた複数の診療データを
有する、表示対象者に関する複数の診療情報を取得する診療情報取得ステップと、取得さ
れた複数の診療情報を日単位で時系列表示する領域である第２領域の表示日数を取得し、
取得された複数の診療データ日と表示日数とに基づいて、表示日数を満たすように、表示
基準日から時間軸方向に近い順に複数の診療データ日を第２の領域に表示される複数の表
示日として決定し、決定された複数の表示日と各表示日に対応する各診療データとに基づ
いて、第２領域を表示画面に表示させる第２領域表示制御ステップとを有する。
【０００９】
　本発明に係る診療情報表示制御プログラムは、コンピュータを、時間軸を表す第１領域
を表示画面に表示させる第１領域表示制御部と、表示された第１領域内における位置の入
力を受け付けて、受け付けた位置に応じた表示基準日を特定する基準日特定部と、複数の
診療データ日とそれぞれ対応付けられた複数の診療データを有する、表示対象者に関する
複数の診療情報を取得する診療情報取得部と、取得された複数の診療情報を日単位で時系
列表示する領域である第２領域の表示日数を取得し、取得された複数の診療データ日と表
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示日数とに基づいて、表示日数を満たすように、表示基準日から時間軸方向に近い順に複
数の診療データ日を第２の領域に表示される複数の表示日として決定し、決定された複数
の表示日と各表示日に対応する各診療データとに基づいて、第２領域を表示画面に表示さ
せる第２領域表示制御部として機能させるものである。
【００１０】
　上記「複数の診療データ日とそれぞれ対応付けられた複数の診療データを有する、表示
対象者に関する複数の診療情報」とは、各診療情報が日単位で表示可能な診療データを有
する、表示対象者の診断または治療のために参照される情報であればいかなる情報でもよ
い。また、複数の診療情報は、日単位で表示可能な診療データをそれぞれ有する複数の項
目を有している１つの種類の診療情報によって構成されてもよく、１つ以上の項目につい
て日単位で表示可能な診療データをそれぞれ有する複数の種類の診療情報によって構成さ
れてもよい。
【００１１】
　また、診療情報の例として、検体検査情報や画像検査情報などの検査情報と、投薬情報
などの治療情報と、表示対象者の診断、症状、外科的な処置など診断に関する情報を医師
らが記録した電子カルテなどの診断情報と、表示対象者の体温、血圧、呼吸数などの患者
の生体情報などがあげられる。なお、画像検査情報は、表示対象者の画像を用いた検査に
関する検査情報であればいかなるものであってもよく、例えば、超音波診断装置、ＣＴ装
置、ＭＲＩ装置、ＣＲ装置などの各種モダリティにより撮影された画像およびその読影レ
ポートなどがあげられる。
【００１２】
　また、「診療データ日」は、診療データが最初に入力（または取得）された日、診療デ
ータが最後に更新された日のいずれかとすることができる。例えば、画像検査であれば画
像が撮影された日を診療データ日とすることができ、検体検査であれば、検体検査が実施
された日を診療データ日とすることができ、電子カルテであれば、電子カルテが作成され
た日または最後に更新された日を診療データ日とすることができ、投薬情報であれば、薬
剤の投与された日を診療データ日とすることができ、生体情報であれば、生体情報が測定
された日を診療データ日とすることができる。
【００１３】
　また、本発明に係る診療情報表示制御装置において、診療情報取得部が、画像検査情報
と、検体検査情報と、投薬情報と、生体情報とからなる群から任意に選択される２種類以
上の診療情報を取得することが好ましい。
【００１４】
　また、本発明に係る診療情報表示制御装置において、表示日数を第２領域のサイズに応
じて、第２領域のサイズが大きくなるほど表示日数が多くなるように決定する表示日数決
定部をさらに備えることが好ましい。
【００１５】
　また、本発明に係る診療情報表示制御装置において、第１領域内に第２領域の複数の表
示日を識別可能に表示することが好ましい。例えば、第１領域表示制御部は、第２領域の
複数の表示日を示す指標を、第１領域内に識別可能に表示させることが好ましい。
【００１６】
　また、上記場合に、第１領域表示制御部は、複数の表示日のうち最も古い日を開始日と
し、複数の表示日のうち最も新しい日を終了日とする第２領域の表示期間を表す指標を第
１領域内に識別可能に表示させてもよい。
【００１７】
　上記「表示日」は、第１領域内で表示日を識別可能ないかなる指標を適用してもよい。
例えば、表示日毎に各表示日に対応する位置に指標を表示してもよく、表示日のうち最も
古い診療データ日を開始日とし、表示日のうち最も新しい診療データ日を終了日とする期
間を示す指標を表示してもよい。また、任意の形状の指標を用いてよい。例えば、円や三
角形状などの多角形状の指標を表示してもよく、例えば、第１領域の時間軸の表示期間に
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対応した位置に半透明の矩形状の指標を表示してもよい。
【００１８】
　また、本発明に係る診療情報表示制御装置において、基準日特定部は、受け付けた位置
と表示期間を表す指標の位置とに基づいて、特定された表示基準日以前にのみ複数の表示
日を決定するという第１の表示日条件と、表示基準日以降にのみ複数の表示日を決定する
という第２の表示日条件と、表示基準日以前および表示基準日以降のどちらにも複数の表
示日を決定するという第３の表示日条件のいずれか１つの表示日条件を選択し、第２領域
表示制御部は、選択された１つの表示日条件に基づいて、複数の表示日を決定してもよい
。
【００１９】
　また、本発明に係る診療情報表示制御装置において、第１領域表示制御部は、時間軸に
沿って診療データの有無を識別可能に示す指標を第１領域内にさらに表示させることが好
ましい。
【００２０】
　上記「診療データの有無を識別可能に示す指標」は、診療情報の有無を識別可能であれ
ば、任意の形状の指標を用いてもよい。例えば、診療情報の診療データ日に対応する位置
に円や三角形状や矩形状などの多角形状の指標を表示してもよく、所定の期間内に複数の
診療情報の診療データ日が存在する場合に、複数の診療情報が有ることを示す１つの棒形
状の指標を表示してもよい。また、診療情報の種類や項目毎に、対応する指標の種類を異
ならせてもよい。
【００２１】
　また、本発明に係る診療情報表示制御装置において、第２領域表示制御部は、複数の診
療情報のうち、所定の診療情報に対応する複数の診療データ日の数が表示日数となるよう
に、表示基準日から時系列に近い順に複数の診療データ日を第２領域の表示日としてそれ
ぞれ決定し、決定された複数の表示日と表示日に対応する診療データとに基づいて、第２
領域を表示画面に表示させてもよい。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、時間軸を表す第１領域を表示画面に表示させ、表示された第１領域内
における位置の入力を受け付けて、受け付けた位置に応じた表示基準日を特定し、複数の
診療データ日とそれぞれ対応付けられた複数の診療データを有する、表示対象者に関する
複数の診療情報を取得し、取得された複数の診療情報を日単位で時系列表示する領域であ
る第２領域の表示日数を取得し、取得された複数の診療データ日と表示日数とに基づいて
、表示日数を満たすように、表示基準日から時間軸方向に近い順に複数の診療データ日を
第２の領域に表示される複数の表示日として決定し、決定された複数の表示日と各表示日
に対応する各診療データとに基づいて、第２領域を表示画面に表示させる。このため、表
示基準日から時間軸に沿って近い順に、診療データが存在しない日が表示日とされないよ
うに、第２領域の表示日数に対して複数の表示日を特定することができ、診療データが存
在しない日を含むように複数の表示日を特定した場合よりも、第２領域の表示スペースを
効率良く利用して複数の診療情報を表示させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第１の実施形態における診療情報表示制御装置を適用した医療情報システムの概
略構成を示す図
【図２】診療情報表示画面の一例を示す図
【図３】第１の実施形態における診療情報表示制御の流れを示すフローチャート。
【図４】第２の実施形態における表データの好ましい例を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の診療情報表示制御装置の実施の形態について、以下図１に基づいて説明する。
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図１は、本発明の第１の実施形態に係る診療情報表示制御装置を適用した医療情報システ
ムの概略構成を示す図であり、本発明の一実施形態における診療情報表示制御装置の機能
ブロック図である。
【００２５】
　図１に示したように、医療情報システム１０は、診療情報表示制御装置１、診療科端末
２、電子カルテ管理サーバ４、画像診断システム６、および検査データ管理サーバ７がネ
ットワークを介して通信可能に接続されて構成されている。
【００２６】
　電子カルテ管理サーバ４は、電子カルテが記憶された電子カルテデータベースを備えた
コンピュータであり、オペレーティングシステムやデータベース管理用ソフトウェアに加
え、診療科端末２等の要求に応じて、各電子カルテに対応付けられた画像や、検査結果等
の診療情報の検索および検索結果の送受信を行なうためのソフトウェアが組み込まれてい
る。電子カルテ管理サーバ４は、電子カルテに管理付けられた各診療情報を取得可能に、
診療情報表示制御装置１、診療科端末２、検査データ管理サーバ７、画像診断システム６
などとネットワークを介して接続されている。
【００２７】
　検査データ管理サーバ７は、検査データが記憶された検査データ管理データベースを備
えたコンピュータであり、オペレーションシステムなどの標準的なソフトウェアに加え、
検査データの管理用ソフトウェアが組み込まれている。各診療科端末２から入力された検
査オーダにしたがって検査室で実施された検体検査の検査日とその検査結果データの検体
検査情報は、各検査室に配置される不図示の検査室端末において、検査オーダや患者ＩＤ
と関連づけて入力され、ネットワークを介して検査データ管理データベースに記憶される
。
【００２８】
　画像診断システム６は、公知のコンピュータシステムであり、ここでは、画像診断医用
ワークステーション（不図示）と、ＣＴ、ＭＲＩ等のモダリティ（不図示）と、ＣＴ、Ｍ
ＲＩ等のモダリティでの撮影によって得られた画像データが格納された画像データベース
を備えた画像管理サーバ６１と、撮影で得られた画像の読影結果を含む読影レポートが格
納された読影レポートデータベースを備えた読影レポートサーバ６２とがネットワークを
介して通信可能に接続された構成となっている。画像診断医用ワークステーションは、種
々の画像解析処理ソフトウェアがインストールされ、診断目的・対象に応じて、種々の画
像解析処理を実行することが可能なように構成されている。
【００２９】
　診療科端末２は、診療科の医師などが患者の診療情報の閲覧や検査オーダの入力などに
利用するコンピュータであり、一般的なディスプレイである表示部２Ａと、キーボード及
びマウスからなる入力部２Ｂとを備えている。また、診療科端末２は、各診療科で実施さ
れた検査結果データや、作成された電子カルテなどの診療情報を表示して参照するために
も利用され、オペレーションシステムなどの標準的なソフトウェアと、作成された電子カ
ルテなどの診療情報を表示するためのアプリケーションソフトウェアとがそれぞれインス
トールされている。
【００３０】
　また、本実施形態においては、診療科端末２は、診療科端末２のマウスやキーボード等
の入力部２Ｂが、医師らのユーザによる診療情報表示の開始を指示する操作と患者ＩＤな
どの必要な情報の指定（または入力）操作を受け付けて、診療情報表示のための各種指示
と該各種指示に応じた必要な情報とを入力すると、各種指示と必要に応じて各種指示に対
応するデータを後述の診療情報表示制御装置１に送信する。診療情報表示制御装置１は、
これらの各種指示（および必要に応じて対応するデータ）を受信して、表示設定を規定す
る表示設定情報及び入力された患者ＩＤに対応する複数の診療情報等の本実施形態の診療
情報表示に必要な情報を診療科端末２に送信する。すると、診療科端末２はこれらの表示
設定情報および必要な情報を受信し、受信した表示設定情報および必要な情報に基づいて
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、診療科端末２の表示部２Ａの表示画面に後述の診療情報表示画面を表示する。
【００３１】
　診療情報表示制御装置１は、診療情報管理データベース１Ａを備えたコンピュータであ
る。また、診療情報表示制御装置１は、オペレーティングシステムやデータベース管理用
ソフトウェアがインストールされており、診療情報の管理サーバとしての機能を兼ね備え
ている。診療情報表示制御装置１は、電子カルテ管理サーバ４と、診療科端末２と、検査
データ管理サーバ７と、画像管理サーバ６１と、読影レポートサーバ６２にネットワーク
を介して接続され、接続された各サーバ等から、患者ＩＤに基づいて、その患者の電子カ
ルテ、各種検査結果データ、画像データ、読影レポートなどの診療情報を検索して取得し
、患者ＩＤごとに対応付けて診療情報管理データベース１Ａに記憶する。また各診療情報
において、各診療情報に含まれる各診療データは、診療データ日とそれぞれ対応付けられ
て記憶されている。なお、診療情報表示制御装置１は、管理する診療情報を毎日定時に更
新する。その他、診療情報表示制御装置１は、上記各サーバ等からの要求に応じて、適宜
各サーバ等から送信された各診療情報を受信して更新し、また、診療情報表示装置１の必
要に応じて、適宜上記各サーバ等から各診療情報を取得して更新する。
【００３２】
　また、本実施形態における診療情報表示制御装置１は、本実施形態にかかる診療情報表
示制御プログラムがインストールされている。そして、この診療情報表示制御プログラム
の実行により、診療情報表示制御装置１は、時間軸を表す第１領域Ｒ２を表示画面に表示
させる第１領域表示制御部１１と、表示された第１領域内における位置の入力を受け付け
て、受け付けた位置に応じた表示基準日を特定する基準日特定部１２と、複数の診療デー
タ日とそれぞれ対応付けられた複数の診療データを有する、表示対象者に関する複数の診
療情報を取得する診療情報取得部１３と、取得された複数の診療情報を日単位で時系列表
示する領域である第２領域Ｒ７の表示日数を決定する表示日数決定部１５と、第２領域の
表示日数を取得し、取得された複数の診療データ日と表示日数とに基づいて、表示日数を
満たすように、表示基準日から時間軸方向に近い順に複数の診療データ日を第２の領域に
表示される複数の表示日として決定し、決定された複数の表示日と各表示日に対応する各
診療データとに基づいて、第２領域を表示画面に表示させる第２領域表示制御部１４とし
て機能する。
【００３３】
　また、診療情報表示制御装置１の診療情報管理データベース１Ａには、複数の診療情報
を所定の表示形式で診療科端末２に表示させるために必要な表示設定情報が記憶されてい
る。
【００３４】
　ここで、診療情報表示制御装置１によって表示制御される診療情報表示画面について説
明する。図２は、診療情報表示画面の一例を示すものである。
【００３５】
　診療情報表示画面は、図２に示すように、基本情報表示欄Ｒ１と、患者の診療記録の存
在する期間に応じた時間軸を表す表示欄である第１領域Ｒ２と、患者の複数の診療情報を
日単位で時系列表示する領域である第２領域Ｒ７とを備える。
【００３６】
　本実施形態では、図２に示すように、第２領域Ｒ７には、第２領域表示制御部１４に作
成された後述の表データに基づいて、患者の診療データが表形式で表示される。具体的に
は、第２領域Ｒ７は、第２領域Ｒ７の表示日を時系列に表す表示日欄Ｒ７Ａと、各種類の
診療情報を表示するための、投薬情報表示欄Ｒ３と、生体情報表示欄Ｒ４と、検体検査情
報表示欄Ｒ５と、画像検査情報表示欄Ｒ６とを備えている。なお、表示日欄Ｒ７Ａは、図
２に示すように、後述の表示日として決定された、診療データの存在する日のみが時系列
に表示される。
【００３７】
　基本情報表示欄Ｒ１は、患者の識別情報（患者ＩＤ）、名前、年齢、性別、既往歴など



(9) JP 5834042 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

といった基本情報が表示される欄である。
【００３８】
　第１領域Ｒ２は、時間軸を表す領域である。図２に示すように、第１領域Ｒ２は、時間
軸を、年を示す数字と目盛で示している。ここでは、時間軸は、患者の診療データの存在
する期間に所定の追加期間を加えた期間を表すよう設定されている。なお、初診患者など
のように、診療データの存在する期間が予め設定された期間より短い場合には、時間軸は
所定の初期期間を表すよう設定される。また、第１領域Ｒ２には、現在日に対応する位置
に、現在日を表す赤線Ｃ２が表示される。
【００３９】
　また、第１領域Ｒ２には、第２領域Ｒ７の表示期間を表す矩形状の指標Ｃ１が表示され
る。なお、ここでは、指標Ｃ１の時間軸方向の過去側端部の位置が、図２の第２領域Ｒ７
の表示日欄Ｒ７Ａに表示された左端の表示日を表しており、指標Ｃ１の時間軸方向の未来
側の端部の位置が、図２の第２領域Ｒ７の表示日欄Ｒ７Ａに表示された右端の表示日を表
している。なお、第２領域Ｒ７の表示期間を表す矩形状の指標Ｃ１は、第１領域Ｒ２に表
示される他の指標や時間軸（ここでは、目盛）の視認性を確保するため、半透明とされて
いる。
【００４０】
　また、第１領域Ｒ２には、時間軸に沿って患者の診療データの有無を表す矩形状の指標
Ｃ３が、各診療データの診療データ日に対応する位置に表示される。なお、本実施形態で
は、診療データが存在する日に対応して、黒い矩形状の指標Ｃ３が複数表示されており、
診療データが存在する日が互いに近接して連続している部分は、複数の指標Ｃ３が時間軸
方向に伸びる一体化した棒状に表示されている。また、円形指標は、入院日を示しており
、白い正方形指標は、退院日を示している。
【００４１】
　投薬情報表示欄Ｒ３は、患者に対する薬剤の投与についての情報を表示する欄であり、
投薬項目リスト表示欄Ｒ３Ａと投薬量データを表示する投薬データ表示欄Ｒ３Ｂを備えて
いる。投薬データ表示欄Ｒ３Ｂには、薬剤の投与日（診療データ日）に応じて、投薬情報
の項目リストに含まれる薬剤ごとに患者に投与された薬剤の量を示すデータが数値で表示
される。
【００４２】
　また、生体情報表示欄Ｒ４は、患者の生体情報を表示する欄であり、生体情報項目リス
ト表示欄Ｒ４Ａと生体データ表示欄Ｒ４Ｂとを備えている。生体データ表示欄Ｒ４Ｂには
、生体情報の測定日（診療データ日）に応じて、患者の生体情報の項目リストに含まれる
項目ごとに、患者の生体データが数値で表示される。また、生体データ中、異常値を示す
データは赤色で識別表示される。
【００４３】
　検体検査情報表示欄Ｒ５は、複数の検体検査の検査結果データを表示する欄であり、検
体検査項目リスト表示欄Ｒ５Ａと検査結果データ表示欄Ｒ５Ｂとを備えている。検査結果
データ表示欄Ｒ５Ｂには、各検査結果データの検査日（診療データ日）に応じて、検体検
査情報の項目リストに含まれる検査項目ごとに、検査結果データが数値で表示される。ま
た、検査結果データ中、異常値を示すデータは赤色で識別表示されている。なお、図２で
は、太枠Ａ１、Ａ２で示す数値が、赤色で識別表示されている。
【００４４】
　画像検査情報表示欄Ｒ６は、患者の画像検査情報を表示する欄であり、画像検査の結果
の有無を、画像検査の検査日（診療データ日）ごとに画像検査の種類（ＣＲ、ＣＴ、ＭＲ
）をそれぞれ識別可能な所定のアイコンＭ１、Ｍ２、Ｍ３が表示される。これらアイコン
Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３が、マウスのクリックなどにより選択された際には、選択されたアイコ
ンの種類および対応する診療データに対応する診断画像が別の表示画面で表示され、また
、その診断画像に関する読影レポートも表示される。また、これらアイコンＭ１、Ｍ２、
Ｍ３が、マウスオーバーなどの操作により選択された際には、選択されたアイコンの種類
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および対応する診療データに対応する診断画像のサムネイル画像が表示される。
【００４５】
　なお、データ表示欄に表示される表データのコラムの縦横サイズは、所定サイズとなっ
ている。また、データ表示欄のサイズが、コラムの所定サイズの整数倍にならない場合に
は、図２の矢印Ｄに示すように、データ表示欄に表示可能な範囲で各コラムが表示される
。
【００４６】
　また、各項目リスト表示欄（図２のＲ３Ａ、Ｒ４Ａ、Ｒ５Ａ、Ｒ６Ａ）およびデータ表
示欄（図２のＲ３Ｂ、Ｒ４Ｂ、Ｒ５Ｂ、Ｒ６Ｂ）には、上下方向に表示する範囲を変更す
るためのスクロールバーがそれぞれ設けられている。また、各項目リスト表示欄（図２の
Ｒ３Ａ、Ｒ４Ａ、Ｒ５Ａ、Ｒ６Ａ）において、リストの各項目に対してチェックボックス
が表示される。
【００４７】
　図２に第１の実施形態に係る診療情報表示制御装置１の処理の流れを表すフローチャー
トを示す。図２に従って、診療情報表示制御装置１の処理の流れを説明する。
【００４８】
　まず、診療科端末２において、医師らのユーザ操作に基づいて、本実施形態に係る診療
情報表示の指示と、表示対象者である患者の患者ＩＤとを入力部２Ｂが入力すると、診療
科端末２は、入力された患者ＩＤと診療情報表示の開始指示とを診療情報表示制御装置１
に送信する。すると、診療情報表示制御装置１は、患者ＩＤと診療情報表示の開始指示と
を受け付けて本実施形態に係る診療情報表示処理を実施する。
【００４９】
　まず、診療情報取得部１３は、診療科端末２から送信された患者ＩＤを取得して、この
患者ＩＤに対応する複数の診療情報を診療情報管理データベース１Ａから取得する（Ｓ０
１）。また、診療情報表示制御装置１は、診療情報表示用の表示設定情報と取得された複
数の診療情報に基づいて、基本情報表示欄Ｒ１の表示指示と表示に必要な情報とを診療科
端末２に送信する。すると、表示設定情報に基づいて、診療科端末２の表示部２Ａに診療
情報表示画面が表示され、基本情報表示欄Ｒ１に患者についての基本情報が表示される。
【００５０】
　また、本明細書の各実施形態では、診療情報取得部１３は、患者ＩＤに基づいて、患者
ＩＤと対応付けられた全ての診療情報を診療情報管理データベース１Ａから取得する。こ
こでは、電子カルテなどの診断情報、画像検査情報、検体検査情報、生体情報、治療情報
を取得したものとする。
【００５１】
　続いて、第１領域表示制御部１１は、取得された複数の診療情報に基づいて、複数の診
療情報に含まれる各診療データの診療データ日をそれぞれ取得し、取得された複数の診療
データ日のうち最も古い日を開始日とし、取得された複数の診療データ日のうち最も新し
い日を終了日とする全診療期間を算出する。そして、全診療期間のうち最も古い日と、現
在の日から所定の過去表示期間（約一年間）を引いた日とを比較し、より古い方の日を第
１領域Ｒ２の時間軸の表す期間の開始日として決定する。そして、算出された全診療期間
の時間軸方向の未来側に所定の未来表示期間（約１年間）を加えた期間を、第１領域Ｒ２
の時間軸の表す期間（第１領域Ｒ２の表示期間）の終了日として決定する。
【００５２】
　そして、第１領域表示制御部１１は、第１領域Ｒ２の表示期間に応じて、所定の表示形
式で第１領域Ｒ２を表示させる表示制御を行う（Ｓ０２）。ここでは、第１領域表示制御
部１１が、第１領域の表示指示および第１領域Ｒ２の表示期間などの必要な情報を、診療
科端末２に送信する。すると、診療科端末２の表示画面に第１領域Ｒ２が表示される。
【００５３】
　また、本実施形態においては、第１領域表示制御部１１は、診療科端末２を表示制御し
て、患者の診療データが存在することを示す矩形状の指標Ｃ３を、第１領域Ｒ２内の診療
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データに対応する診療データ日の位置に表示させる。
【００５４】
　また、第１領域表示制御部１１は、診療科端末２を表示制御して、第２領域Ｒ７の表示
期間が設定されている場合には、第２領域Ｒ７の表示期間を表す矩形状の指標Ｃ１を、第
１領域Ｒ２の時間軸の対応する位置に表示させる。一方、第１領域表示制御部１１は、診
療科端末２を表示制御して、第２領域Ｒ７がブランク表示の場合など第２領域Ｒ７の表示
期間が設定されていない場合には、第２領域Ｒ７の表示期間を表す矩形状の指標Ｃ１を第
１領域Ｒ２の所定位置に表示させる。
【００５５】
　次に、ユーザ操作に基づいて診療科端末２の入力部２Ｂが第１領域Ｒ２内の位置を入力
すると、診療科端末２は、入力された位置を受け付けて、診療情報表示制御装置１に送信
する。すると、基準日特定部１２は、入力された位置と第１領域Ｒ２の時間軸の相対的な
位置に基づいて、入力された位置に対応する表示基準日を特定する（Ｓ０３）。
【００５６】
　また、本実施形態では、基準日特定部１２は、第１領域Ｒ２における第２領域Ｒ７の表
示期間を表す矩形状の指標Ｃ１の表示位置もさらに取得する。そして、入力された位置が
、第２領域Ｒ７の表示期間を示す矩形状の指標Ｃ１の時間軸方向の最も未来側の端部に該
当する場合には、特定された表示基準日以前にのみ複数の表示日を決定するという第１の
表示日条件を選択する。また、基準日特定部１２は、入力された位置が、第２領域Ｒ７の
表示期間を示す矩形状の指標Ｃ１の時間軸方向の最も過去側の端部に該当する場合には、
表示基準日以降にのみ複数の表示日を決定するという第２の表示日条件を選択する。また
、入力された位置が、第２領域Ｒ７の表示期間を示す指標Ｃ１の時間軸方向の端部に該当
しない場合には、表示基準日以前および表示基準日以降のどちらにも複数の表示日を決定
するという第３の表示日条件を選択する。なお、基準日特定部１２は、第２領域Ｒ７の表
示期間を示す矩形状の指標Ｃ１の時間軸方向の最も過去側の端部（または最も未来側の端
部）がドラッグされた場合には、ドラッグされた終点の位置を入力された位置とする。
【００５７】
　なお、図２の例では、第３の表示日条件が選択され、２００５年１月８日が表示基準日
として特定されている（楕円Ｂ参照）。また、診療科端末２において、第１領域Ｒ２へ位
置を入力するユーザ操作がなされない場合など、基準日特定部１２が第１領域Ｒ２に入力
された位置を取得できない場合には、基準日特定部１２は現在日を基準日として特定し、
第１の表示日条件を選択する。
【００５８】
　次に、表示日数決定部１５は、診療科端末２から第２領域Ｒ７のサイズを取得する。ま
た、診療情報管理データベース１Ａには、第２領域Ｒ７の時間軸方向のサイズが大きくな
るほど、表示日数が大きくなるように、第２領域Ｒ７の時間軸方向の幅ごとに表示日数が
対応付けられた表示日数決定情報が記憶されている。表示日数決定部１５は、表示日数決
定情報に基づいて、第２領域Ｒ７の幅に応じて、第２領域Ｒ７の表示日数を決定する（Ｓ
０４）。なお、この表示日数は、第２領域Ｒ７のサイズに応じて、第２領域Ｒ７の診療デ
ータが表示される各コラムが視認しやすい適切な大きさとなるように予め設定されている
。
【００５９】
　第２領域表示制御部１４は、決定された表示日数を取得し、表示基準日から時間軸に沿
って過去および未来方向に各診療情報の診療データ日を検索する。そして、表示日数を満
たすように、表示基準日から時間軸方向に近い順に診療データ日を複数の表示日として決
定し、表示日に対応する各診療データを取得する（Ｓ０５）。このことにより、複数の診
療情報のいずれについても診療データの診療データ日が存在しない日（診療データが存在
しない日）を含まないように、第２領域Ｒ７に表示するための表示日が決定される。
【００６０】
　そして、第２領域表示制御部１４は、決定された表示日と取得した複数の診療情報に基
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づいて、第２領域Ｒ７の各データ表示欄（図２のＲ３Ｂ、Ｒ４Ｂ、Ｒ５Ｂ、Ｒ６Ｂ参照）
に表示するための表データを作成する。表データは、各表示日と診療情報の各項目とに基
づいて、対応する診療データがそれぞれ対応付けられている。
【００６１】
　また、本実施形態では、第３の表示日条件が選択されているため、表示基準日の過去方
向および未来方向に診療データ日を検索して複数の表示日を決定している。なお、第２領
域表示制御部１４は、第１の表示日条件を選択した場合には、表示基準日から時間軸に沿
って過去側にのみ診療情報の診療データ日を検索して、上記のように複数の表示日を決定
する。また、第２領域表示制御部１４は、第２の表示日条件を選択した場合には、表示基
準日から時間軸に沿って未来側にのみ診療情報の診療データ日を検索して、上記のように
複数の表示日を決定する。
【００６２】
　次いで、第２領域表示制御部１４は、作成された表データに基づいて、第２領域Ｒ７を
表示させる表示制御を行う（Ｓ０６）。具体的には、第２領域表示制御部１４は、第２領
域Ｒ７を表示させる表示指示と、作成された表データなどの第２領域Ｒ７の表示に必要な
データを診療科端末２に送信し、診療科端末２は、これらを受診して表示部２Ａに、第２
領域Ｒ７を表示する。すると、図２に示す表示画面例のように、第２領域Ｒ７が表示され
る。
【００６３】
　また、第１領域表示制御部１１は、第２領域Ｒ７の表示期間を取得し、診療科端末２を
表示制御して、第２領域のＲ７の表示期間に応じて、第１領域Ｒ２で第２領域の表示期間
を示す指標Ｃ１を更新させる（Ｓ０７）。
【００６４】
　また、診療科端末２は、ユーザによる第２領域Ｒ７のサイズを変更する入力を受け付け
ると、入力された第２領域Ｒ７のサイズを診療情報表示制御装置１の表示日数決定部１５
に送信する（Ｓ０８，Ｙ）。すると、表示日数決定部１５は、第２領域Ｒ７のサイズ変更
を受け付けて、変更された第２領域Ｒ７のサイズに応じて、第２領域Ｒ７の表示日数を決
定して更新する（Ｓ０４）。すると、第２領域表示制御部１４は、更新された表示日数に
基づいて、上述同様に、Ｓ０５からＳ０７の処理を実行する。
【００６５】
　また、第２領域のサイズ変更がない場合には（Ｓ０８，Ｎ）、基準日特定部１２は、表
示基準日の変更の有無を確認する（Ｓ０９）。ここでは、診療科端末２は、ユーザによる
第１領域Ｒ２においてさらなる位置の入力を受け付けると、入力された位置を、診療情報
表示制御装置１の基準日特定部１２に送信する。すると、基準日特定部１２は、表示基準
日の変更があったと判断し（Ｓ０９，Ｙ）、さらなる入力された位置に基づいて、第２領
域の表示基準日を特定して更新する（Ｓ０３）。すると、表示日数決定部１５は上述同様
にＳ０４の処理を実行し、第２領域表示制御部１４は、更新された表示基準日に基づいて
、上述同様に、Ｓ０５からＳ０８の処理を実行する。
【００６６】
　さらに、第２領域Ｒ７のサイズ変更がない場合には（Ｓ０９,Ｎ）、診療科端末２に診
療情報表示処理の終了の指示の有無を確認し、診療情報表示処理を終了する指示がない場
合には、診療情報表示制御装置１は、Ｓ０８およびＳ０９の処理を繰り返す（Ｓ１０，Ｎ
）。診療科端末２は、ユーザによる診療情報表示処理の終了の入力を受け付けると、診療
情報表示処理の終了指示を診療情報表示制御装置１に送信する。すると、診療情報表示制
御装置１は、診療情報表示処理を終了する（Ｓ１０，Ｙ）。
【００６７】
　上記第１の実施形態によれば、表示基準日から時間軸に沿って近い順に、診療データが
存在しない日が表示日とされないように、第２領域Ｒ７の表示日数に対して複数の表示日
を特定することができ、診療データが存在しない日を含むように複数の表示日を特定した
場合よりも、第２領域Ｒ７の表示スペースを効率良く利用して複数の診療情報を表示させ
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ることができる。
【００６８】
　また、上記第１の実施形態のように、診療情報取得部１３が、画像検査情報と、検体検
査情報と、投薬情報と、生体情報とからなる群から任意に選択される２種類以上の診療情
報を取得している場合には、患者の複数の種類の診療データを第２領域Ｒ７に表示させる
ことができ、医師らのユーザが複数の種類の診療データを容易に比較して把握でき、診療
精度と診療効率の向上を支援することができる。この効果を更に高めるために、表示され
る複数の診療情報を、投薬情報などの治療情報と、検体検査や画像検査などの検査情報を
含むようにすることが好ましい。
【００６９】
　また、上記第１の実施形態のように、診療情報表示制御装置１が、表示日数を第２領域
Ｒ７のサイズに応じて、第２領域Ｒ７のサイズが大きくなるほど表示日数が多くなるよう
に決定する表示日数決定部１５を備えた場合には、第２領域Ｒ７のサイズに適した表示日
数になるように、表示日数が決定され、ユーザらが第２領域のＲ７内の診療データ等を確
認しやすい。
【００７０】
　また、上記第１の実施形態のように、診療科端末２の入力部２Ｂが、ユーザ操作に基づ
いて、診療情報表示画面上での第２領域Ｒ７のサイズの変更を入力して診療情報表示制御
装置１に送信するものであり、診療情報表示制御装置１の表示日数決定部１５が、第２領
域Ｒ７のサイズの変更を取得し、変更されたサイズに応じて表示日数を変更して決定し、
第２領域表示制御部１４が、決定した新たな表示日数に基づいて、第２領域Ｒ７の表示制
御を新たに行うことが好ましい。ユーザが第２領域Ｒ７のサイズを変更しても、表示日数
を手動で再設定する必要がなく、適切な表示日数に基づいて第２領域Ｒ７内の診療データ
等を確認することができる。
【００７１】
　また、上記第１の実施形態のように、第１領域表示制御部１１が、第２領域Ｒ７の複数
の表示日を示す指標を、第１領域Ｒ２内に識別可能に表示することが好ましい。この場合
には、ユーザが直感的に第１領域Ｒ２の表示期間と第２領域Ｒ７の表示日との関係を把握
しやすい。また、ユーザが個々の表示日を示す指標を参照することで、さらなる基準日を
決定するために、第１領域Ｒ２内の時間軸に応じた位置を指定することが容易となる。
【００７２】
　さらに、上記第１の実施形態のように、第１領域表示制御部１１が、複数の表示日のう
ち最も古い日を開始日とし、複数の表示日のうち最も新しい日を終了日とする第２領域の
表示期間を表す指標Ｃ１を第１領域Ｒ２の時間軸に対応する位置に表示している場合には
、ユーザが直感的に第１領域Ｒ２の時間軸と第２領域Ｒ７の表示日との関係をより把握し
やすい。
【００７３】
　また、上記場合に、第１領域表示制御部１１が、時間軸に沿って診療データの有無を識
別可能に示す指標Ｃ３を第１領域内にさらに表示させる場合には、第１領域Ｒ２内でユー
ザがさらなる基準日を決定するための位置を指定することが容易となる。
【００７４】
　また、上記第１の実施形態のように、第１領域表示制御部１１が、第２領域の表示期間
を示す指標Ｃ１と診療情報の有無を示す指標Ｃ３の両方を第１領域Ｒ２に表示させる場合
には、ユーザは診療データの有無や第２領域Ｒ７の表示期間の両方を参照しながら、第１
領域Ｒ２内でユーザがさらなる基準日を決定するための位置を指定することが容易となる
。
【００７５】
　また、上記第１の実施形態のように、第１領域Ｒ２と第２領域Ｒ７を一目で視認可能な
位置に近接して表示させ、第２領域の表示期間を示す指標Ｃ１と診療情報の有無を示す指
標Ｃ３の両方を第１領域Ｒ２に表示させることが好ましい。この場合には、第２領域Ｒ７
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に患者の診療情報を表示して、所望の診療データを詳細に観察しつつ、第２領域Ｒ７と第
１領域Ｒ２の時間軸の対応関係を容易に把握して、第１領域Ｒ２によって患者の診療情報
の有無を全体的に視認して患者の既往歴の概略についても容易に確認できる。このため、
医師らの診断効率と診断精度の向上を支援することができる。
【００７６】
　また、第２領域Ｒ７において、ユーザの視認しやすい所定のコラムサイズを確保するよ
うに、第２領域Ｒ７のサイズに応じて表示日数が決定されることが好ましい。診療データ
のない日を間引いて第２領域Ｒ７の表示日を決定して、第２領域Ｒ７の表示スペースを有
効活用しつつ、医師らが視認しやすいサイズで各コラムの診療データを確認することがで
きる。
【００７７】
　また、上記第１の実施形態のように、基準日特定部１２が、受け付けた位置と表示期間
を表す指標の位置とに基づいて、特定された表示基準日以前にのみ複数の表示日を決定す
るという第１の表示日条件と、表示基準日以降にのみ複数の表示日を決定するという第２
の表示日条件と、表示基準日以前および表示基準日以降のどちらにも複数の表示日を決定
するという第３の表示日条件のいずれか１つの表示日条件を選択し、第２領域表示制御部
は、選択された１つの表示日条件に基づいて、さらなる複数の表示日を決定することが好
ましい。この場合には、ユーザの所望の表示日条件に基づいて、第２領域Ｒ７の表示日を
決定して、第２領域Ｒ７を表示させることができる。
【００７８】
　また、本第１の実施形態では、基準日特定部１２が、入力された位置が、第２領域Ｒ７
の表示期間を示す矩形状の指標Ｃ１の時間軸方向の最も未来側の端部に該当する場合には
、第１の表示日条件を選択し、入力された位置が、第２領域Ｒ７の表示期間を表す矩形状
の指標Ｃ１の時間軸方向の最も過去側の端部に該当する場合には、第２の表示日条件を選
択し、入力された位置が、上記第２領域Ｒ７の表示期間を表す矩形状の指標Ｃ１の時間軸
方向の端部に該当しない場合には、第３の表示日条件を選択しているため、ユーザが第２
領域Ｒ７の表示期間を示す指標Ｃ１の時間軸方向の端部を指定（クリックまたはドラッグ
）する簡単な操作を行うだけで、各表示日条件が選択されるため、簡易かつ好適にユーザ
の所望の表示日条件を設定して、第２領域Ｒ７を表示させることができる。
【００７９】
　また、上記第１の実施形態の変形例として、第２領域表示制御部１４は、Ｓ０５に示す
処理を、次のように実施してもよい。表示基準日が特定されると、第２領域表示制御部１
４は、表示基準日に基づいて、基準日が属する月（単位期間）について、該月に含まれる
患者の複数の診療データと該各診療データの診療データ日を取得し、所定日数に対応する
カラムを有する表データに、表示基準日から時系列に近い順に、取得した複数の診療デー
タ日にそれぞれ対応づけて各診療データを挿入する。なお、この際、第２領域表示制御部
１４は、第１の表示条件が選択されている場合には、表データの時間軸方向に最も新しい
カラムから時系列に過去側にのみ時系列順に診療データを順次挿入し、第２の表示条件が
選択されている場合には、表データの時間軸方向に最も古いカラムから時系列に未来側に
のみ時系列順に診療データを挿入し、第３の表示条件が選択されている場合には、表デー
タの時間軸方向に中央のカラムから、過去側または未来側の診療データについて、時間軸
上で基準日と診療データ日が近い順に診療データを挿入する。
【００８０】
　次に、第２領域表示制御部１４は、表データにまだ診療データが挿入されていないカラ
ム（未挿入カラム）があれば、さらなる月（さらなる単位期間）を決定し、さらなる月に
ついて、患者の複数の診療データとそれぞれの診療データ日を取得し、表データに、取得
した診療データ日に対応づけて診療データをさらに挿入する処理を繰り返す。なお、第２
領域表示制御部１４は、第１の表示条件が選択されている場合には、時系列に連続するよ
うに過去側にさらなる単位期間を決定し、第２の表示条件が選択されている場合には、時
系列に連続するように未来側にさらなる単位期間を決定し、第３の表示条件が選択されて
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いる場合には、時系列に連続する未来側または過去側の単位期間のうち、基準日に近い方
の単位期間をさらなる単位期間として決定する。この結果、表データに未挿入カラムがな
くなると、上記第１実施形態と同様の表データが作成される。
【００８１】
　なお、本明細書の各実施形態に限定されず、第２領域表示制御部１４は、複数の診療デ
ータ日と表示日数とに基づいて、決定した複数の表示日が、結果的に表示基準日から時間
軸方向に近い順に数えると表示日数を満たすものとなる方法であれば、任意の方法を採用
してよい。
【００８２】
　また、上記第１の実施形態のさらなる変形例として、第２領域表示制御部１４は、複数
の診療情報のうち、所定の診療情報に対応する複数の診療データ日の数が表示日数となる
ように、表示基準日から時系列に近い順に所定の診療情報の複数の診療データ日を第２領
域の表示日としてそれぞれ決定し、決定された複数の表示日と表示日に対応する診療デー
タとに基づいて、第２領域を表示画面に表示させてもよい。なお、ここでいう「所定の診
療情報」は、所定の種類に属する１つの項目についての診療情報を意味する。
【００８３】
　例えば、複数の診療情報のうち、検体検査の１つの項目についての各診療データ日（検
査日）についてのみ、表示基準日から時系列に近い順に複数の診療データ日を第２領域の
表示日としてそれぞれ決定し、決定された複数の表示日に対応する、複数の診療情報の各
診療データのみを表示することが考えられる。この場合には、医師らの注目すべき所定の
診療情報の診療データの診療データ日のみを表示日とするように表データを作成して、第
２領域Ｒ７に表示させることができるため、所望の情報のみを容易且つ効率よく把握した
いというユーザらの要求に応えることができる。
【００８４】
　また、第２の実施形態として、第２領域表示制御部１４は、第２領域Ｒ７の表データ（
最新表データ）が作成された後に、新たな表示基準日が特定された場合に、新たな表示基
準日に対応する新たな表データをメモリ上の最新表データの一部を取得して作成してもよ
い。以下第２の実施形態について、先述の第２領域表示制御部１４によるＳ０６の処理の
みが第１の実施形態と異なり、その他の部分については、第１の実施形態と図１に示す各
構成要素の機能は共通している。このため、第２の実施形態においては、第１の実施形態
と異なる点のみを中心に説明し、第１の実施形態と共通する部分は重複説明を避けるため
に省略する。
【００８５】
　まず、表データが過去に作成されていないなど最新表データが存在しない場合には、第
２の実施形態では、第１の実施形態と同様に図３のＳ０１－Ｓ０８に示す処理を実行する
。次に、表示基準日の変更があった場合に（Ｓ０９、Ｙ参照）、第１の実施形態と同様に
、基準日特定部１２は表示基準日の変更を受け付けてさらなる表示基準日を特定する（Ｓ
０３参照）。そして、表示日数決定部１５は、第１の実施形態と同様に、表示基準日に基
づいて新たな表示日数を決定する（Ｓ０４参照）。
【００８６】
　次に、第２領域表示制御部１４は、さらなる表示基準日が、最新表データの最も古い表
示日を開始日とし、最新表データの最も新しい日を終了日とする判別期間に含まれるか否
かを判定する。
【００８７】
　そして、さらなる表示基準日が、判別期間に含まれない場合には、第１の実施形態のＳ
０５と同様に表示日と該表示日に対応する診療データをそれぞれ決定して新たな表データ
を作成する。
【００８８】
　一方、さらなる表示基準日が、判別期間に含まれる場合には、新たな複数の表示日に基
づいて、最新表データの複数の表示日のうち、新たな複数の表示日と重複する表示日（重
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複表示日）を抽出し、メモリ中に存在する最新表データのうち、重複表示日に対応する範
囲の表データ部分をコピーして、新たな表データの重複表示日に対応する部分を作成し、
新たに決定した表示日のうち重複表示日以外の表示日については、表示日に対応する診療
データを取得して、新たな表データを作成する。
【００８９】
　次いで、第２領域表示制御部１４は、第１の実施形態と同様に、診療科端末２を表示制
御し、新たな表データに基づいて、診療科端末２を表示の表示部２Ａに第２領域Ｒ７を更
新して表示させる（Ｓ０６参照）。そして、第２の実施形態における診療情報表示制御装
置１は、第１の実施形態と同様に、続くＳ０７－Ｓ１０に示される処理を実施する。
【００９０】
　第２の実施形態によれば、新たな表データを作成する際に、最新表データのうち、表示
日が重複する範囲の診療データを有効に利用することができるため、処理負担を低減する
ことができる。
【００９１】
　また、この場合に第２の実施形態として、第１の実施形態における表データの表示日数
を、第２領域Ｒ７の表示日欄Ｒ７Ａに表示される日数に対して予備日を加算したものとす
ることが好ましい。なお、第１の実施形態では、表データの表示日数は、画面の表示日欄
Ｒ７Ａに表示される日数と一致しているものとする。
【００９２】
　図４は、第２の実施形態の表データの概念を示す図である。第２の実施形態によれば、
表データの表示日数を、第２領域Ｒ７の表示日欄Ｒ７Ａに表示される日数に対して過去側
と未来側に予備日を加算したものとしている。このため、図４に示すように、第２領域表
示制御部１４は、第２領域Ｒ７の表示日欄Ｒ７Ａに表示される表示日と対応する太枠部分
Ｅだけでなく、予備日分も含めた表データＴを作成する。そして、第２領域表示制御部１
４は、表示設定情報の所定の設定に従って、表データのうち、太枠部分Ｅに対応するデー
タのみをデータ表示欄に表示するように診療科端末２を表示制御する。
【００９３】
　上記場合には、表データの表示日数を、第２領域Ｒ７の表示日欄Ｒ７Ａに表示される日
数に対して予備日を加算したものとしているため、最新表データと新たな表データの表示
日が重複する可能性をより高くすることができ、処理負担を低減する効果を得やすい。
【００９４】
　また、上記第２の実施形態において、表データのうち重複表示日以外の表示日部分につ
いては、第１の実施形態の変形例による表データの作成方法を適用することができる。
【００９５】
　なお、上記各実施形態において、第１領域表示制御部１１は、第２領域Ｒ７の期間を表
す指標Ｃ１を用いる代わりに第２領域Ｒ７の時間軸の表示期間に対応する領域を他の部分
と色分けすることにより識別表示してもよい。また、第１領域表示制御部１１は、診療デ
ータの有無を表す指標Ｃ３を用いる代わりに、第１領域の時間軸に沿って、診療データの
診療データ日に対応する位置を他の部分と色分けすることにより識別表示してもよい。一
方、第１領域表示制御部１１は、所定の向きに沿って時間軸を表すものであれば線状や棒
状などいかなる態様で時間軸を表示してもよい。また、第１領域表示制御部１１は、第１
領域Ｒ２中の診療データの有無の識別表示を省略してもよい。また、第１領域中Ｒ２中の
第２領域Ｒ７の表示期間の識別表示も省略してもよい。
【００９６】
　また、上記各実施形態に限定されず、第２領域Ｒ２に表示される複数の診療情報は、さ
らなる別の種類の診療情報を含んでもよい。また、第２領域Ｒ２に表示される複数の診療
情報は、各診療情報の種類および各診療情報に属する項目が任意に設定可能に構成される
ことが好ましい。なお、上記各実施形態において、第２領域Ｒ２に表示される複数の診療
情報は、ユーザの操作や所定の設定に基づいて、診療情報の種類ごとに、簡易表示や通常
表示などの表示形式を適宜選択可能に構成されることが好ましい。
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【００９７】
　また、上記実施形態において、第１乃至第３の表示日条件にさらなる表示日条件を追加
してもよく、第１乃至第３の表示日条件から任意の表示日条件を省略してもよい。また、
表示日条件の選択方法として、ボタンやプルダウンなどユーザの選択を受け付ける任意の
方法を適用可能である。また、上記実施形態において、第１乃至第３の表示日条件などの
ように複数の表示日条件を選択可能とする機能を省略し、単一の表示日条件に従って表示
日を決定してもよい。また、表示基準日から未来方向の表示日数と表示基準日から過去方
向の表示日数をそれぞれ設定するものとしてもよい。
【００９８】
　また、上記各実施形態において、診療情報表示制御装置１が表示日数決定部１５を備え
ない構成とし、第２領域表示制御部１４が、予め設定された表示日数に基づいて、上述同
様に第２領域表示制御処理を行ってもよい。また、上記Ｓ０６～Ｓ０７の処理は、先後の
順番を入れ替えて実行してもよい。また、上記Ｓ０８～Ｓ９の処理は、先後の順番を入れ
替えて実行してもよい。
【００９９】
　上記実施形態において、Ｓ０１に示す診療情報取得処理は、１回で行ってもよく、複数
回に分けて行ってもよい。また、Ｓ０１に示す診療情報取得処理を、Ｓ０５の表示日を決
定する処理より前の任意のタイミングで行ってよい。また、Ｓ０５の表示日を決定する処
理に応じて、診療情報取得処理を並行して必要な回数実施してもよい。
【０１００】
　上記各実施形態の各指標は識別可能に示されるものであれば、点、線、多角形など任意
の指標を用いてよい。
【０１０１】
　なお、本実施形態に限定されず、診療情報表示制御装置の構成要素の一部または全部は
、1台のワークステーションにより構成されたものであってもよく、ネットワークを介し
て接続された一台以上のワークステーション、サーバ、記憶装置によって構成されたもの
であってもよい。なお、各機器は、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体からインストールされた本
明細書の診療情報表示を行うプログラムによって制御される。また、プログラムは、イン
ターネット等のネットワーク経由で接続されたサーバの記憶装置からダウンロードされた
後にインストールされたものであってもよい。
【０１０２】
　また、上述した各実施形態は、あくまでも本発明の一態様を示すものであり、本発明の
趣旨を逸脱しない範囲内で任意に変形および応用が可能である。
【符号の説明】
【０１０３】
１　　診療情報表示制御装置
１Ａ　診療情報管理データベース
１１　第１領域表示制御部
１２　基準日特定部
１３　診療情報取得部
１４　第２領域表示制御部
１５　表示日数決定部
２　　診療科端末
Ｒ１　基本情報表示欄
Ｒ２　第１領域
Ｒ３　投薬情報表示欄
Ｒ４　生体情報表示欄
Ｒ５　検体検査情報表示欄
Ｒ６　画像検査情報表示欄
Ｒ７　第２領域
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